
 

 

船舶事故等調査報告書 

                                  平成２５年１月２４日 

                           運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２函第４２号 

事故等種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２４年８月１９日（日） １７時００分ごろ 

発生場所 北海道石狩湾港北防波堤南西端付近 

 北海道石狩市所在の石狩湾港北防波堤北灯台から真方位２１４°

２.３海里付近 

（概位 北緯４３°１１.８′ 東経１４１°１５.６′） 

事故等調査の経過  平成２４年８月２０日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（函館事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ 朝
あさ

潮
しお

、５トン未満（長さ３.３２ｍ） 

 ２００－３４３１６北海道、個人所有  

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 エンジン始動用電気系統の損傷 

事故等の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を後部座席に乗せ、小

樽市新川河口付近の浜辺から出発して浜辺沿いに石狩湾港方向へジグ

ザグに遊走し、石狩湾港北防波堤南西端付近において、同乗者２人

が、本船を降りて遊泳したのち、本船に戻ることとなり、本船が両人

へ近づくためにアイドリング状態で航走中、平成２４年８月１９日１

７時００分ごろ機関が停止した。 

本船は、船長が機関を始動しようとしてスイッチを始動の位置へ回

したが、セルモーターが回らず、機関が始動しなかった。 

同乗者の１人は、救助を求めるために石狩湾港方向へ泳ぎ、石狩湾

港西防砂堤中央付近の消波ブロックにたどり着いた。 

本船の出航地の浜辺にいた友人は、１８時３８分ごろ、本船が帰っ

てこないので海上保安部に通報し、捜索中の巡視船により船長及び同

乗者全員が救助され、本船は石狩湾港へえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波浪 なし  

 その他の事項  本船は、平成１３年４月に進水した。 

バッテリーは、船長が平成２４年６月ごろに新品のものと交換し

た。 

本船は、本インシデント時、平成２４年で４～５回目の運航であっ

た。 

 燃料は、出航時に約７０ℓ保有し、本インシデント時、約６０ℓ残っ



 

 

ていた。 

出航時の機関始動状況は、ふだんと変わらなかった。 

本船は、船長が平成１３年に購入して以来、毎年夏期に１０～２０

回程度乗っていたが、航走中に機関が停止したことはなかった。 

船長は、沖の方には風があったので、陸寄りの風のないところを遊

走していた。 

 船長及び同乗者の服装は、下半身が全員海水着であり、上半身は、

船長及び同乗者２人が何も着ておらず、同乗者１人が長袖のラッシュ

ガードを着ており、救命胴衣を全員が着用していた。 

 本船は、信号紅炎１本を備えていたが、船長及び同乗者は誰も携帯

電話を持っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、石狩湾港北防波堤南西端付近において、アイドリング状態

で航走中、機関が止まった際、船長が始動しようとしてスイッチを始

動方向へ回したものの、セルモーターが回らなかったことから、機関

を始動できず、運航不能になったものと考えられる。 

 セルモーターは、電気系統の異常により、回らなかった可能性があ

ると考えられるが、異常の状況を明らかにすることはできなかった。

原因  本インシデントは、本船が、石狩湾港北防波堤南西端付近におい

て、アイドリング状態で航走中、機関が止まった際、船長が始動しよ

うとしてスイッチを始動方向へ回したものの、セルモーターが回らな

かったため、機関を始動できなかったことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関の始動前と始動後に点検を行うこと。 

 ・防水用袋に入れたＧＰＳ対応携帯電話を携帯することが望まし

い。 

・家族、友人等へ航海予定を周知し、航海中も定期的に連絡を取り

合うこと。 

 




